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神奈川県手話推進計画に係る委員意見

	[bookmark: _Hlk219306677]番号
	意見

	①
	イについて手話に関する教育及び学習の振興というところで、乳幼児期からの手話習得というところが含まれています。聞こえない子供が生まれたときに、生まれた時から自然に手話が身につくわけではなく、環境があってはじめて手話を獲得していくというものです。それは教育ということではなく、言語獲得になりますので、そこが明確に出るように題目についても手話の獲得及び手話に関する教育、学習の振興という形で明確に出されたほうがよいかと思います。

	②
	災害時については情報提供のICTの活用等も含めた情報アクセスの方法、他県との連携も含まれてくると思いますので、別だしで検討してもよいかと思います。

	③
	資料２のイメージのウのところで災害の時に手話での情報アクセスについても大事ですが、平常時もまだまだ出来ていないことが多いです。例えば公共施設で情報が取得できないことや選挙では候補者の方はほとんどマイクで話しているだけで、ろう者は情報の取得が出来ず、選挙候補者を選ぶ幅が狭くなります。選ぶ際には候補者が言いたいことを知りたいです。なので、平常時の情報アクセスについても、きちんとつけていただくことを希望しています。

	④
	ウについて大学等における配慮は大学で手話を必要とする学生がいれば、県として手話通訳者等の手配のための補助をするといったことになるかと思います。高齢者等に関する施策というと福祉サービスを利用する聞こえない方が手話を使って適切なアセスメントを受けて、適切なサービスを受けることができるような施策内容の検討というところで別のものになりますので、別だてで出したほうが良いのかなと思います。

	⑤
	ウについて情報アクセスに関する検討というところで大学や企業等の情報保障を手話を使いやすい環境の整備に入れて、技術的に可能かどうか分かりませんが、災害時の対応については別に項目を作ってはいかがかと思いました。

	⑥
	聴覚障がい児支援中核機能事業をやっていますが、手話についての情報提供をする機能が弱いというイメージを持っています。この機能をもっと強くするためにも、この内容を記載していただければと思います。

	⑦
	高齢者に対するサービス、重複障がい者に対する支援を担う人等も手話に関する知識を取得することが必要だと思っています。専門的な知識、技術を持った方で、手話を習得した人材の養成・確保が必要になってくると思いますので、手話に関する人材の養成・確保を加えていただけたらと思います。大学等での制度は良いことだと思いますが、企業などに対する配慮、支援ということを加えていただけたらと思います。

	番号
	意見

	⑧
	映像を言葉にするとか、手話の形を言葉にする入り口はまだということなのですが、神奈川県がぜひ全国に先駆けてやっていただけると手話通訳の人手不足が非常に大きな課題の中で悪いことは無いと思いますし、事業者としてもそこにビジネスチャンスがあるかもしれないので、計画に書き込んでいただければ事業者も理念の実現に近づけるような気がします。

	[bookmark: _Hlk220684984]⑨
	イのところで幼児という言葉も入れた方がよいかと思います。神奈川県の手話推進計画の参考資料３につきましても５ページの学校での手話教育のところにも幼児という言葉が入っていくのが大事なのかと思いますし、説明内容の正確性が増すと思います。

	⑩
	計画はPDCAサイクルに則って改訂されると思うのですが、今回配られた資料として現行の計画と次の計画骨子案があり、C、チェックの部分が計画をどのように実行して、達成されたものは何なのかできなかったものは何なのかというまとめを計画の途中で難しいとは思いますが、今の時点で分かっているところを次回以降に提示していただけると新しいものについても検討しやすいかと思います。
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